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環境省産業廃棄物課

PCB廃棄物特別措置法等の改正の概要について
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１．ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）について
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PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは

高圧変圧器（トランス） 高圧コンデンサー

◆PCB（Polychlorinated biphenyl： ポリ塩化ビフェニル）
ビフェニルの水素が1～10個の塩素に置換した化合物の総称。

◆ 水に溶けない、化学的に安定、電気絶縁性が高いなどの性質をもつ、
工業的に合成された化合物。

◆ 電気絶縁性等の性質により、主として、絶縁油、熱媒体、感圧複写紙
に使用されていた。

安定器

• 変圧器とは、ある交流の電圧をそれより高い又は低い電圧に変える装置（高圧変
圧器は、発電所、工場、ビルの受電設備、鉄道車両等で使用。このほか、配電用
の柱上トランス等もある。）。

• コンデンサーとは、電気を一時的に蓄える、電圧を調整する等の機能を持つ装置
（送配電線等で使用）。

• コンデンサーを内蔵する業務用・施設用蛍光灯器具等の安定器には、コンデン
サー内にPCB油が使用されているものがある（住宅用では使われていない。）。
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※それぞれの機器にPCBが含まれているかどうかは、銘板に載っている型式や製造年月日をもとに各メーカー
に確認が必要。

製品例・使用場所
トランス用
コンデンサ用

各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工場における加熱と冷却、
船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター

高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤

絶縁用 電線の被覆・絶縁テープ
難燃用 ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ゴム等に混合
その他 接着剤、ニス・ワックス、アスファルトに混合

ノーカーボン紙（溶媒）、電子式複写紙
難燃性塗料、耐蝕性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料、印刷インキ

紙等のコーティング、シーラント、陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤、
石油添加剤

用　　途

工場・ビル・学校・病院・鉄道車両・船舶等の高低圧トランス、高低圧コンデ
ンサ、リアクトル、配電用柱上トランス、蛍光灯・水銀灯等の安定器、家電用
コンデンサ（カラーテレビ、エアコン、電子レンジ）

熱媒体（加熱と冷却）

潤滑油

感圧複写紙
塗料・印刷インキ

その他

絶縁油

可塑剤

PCBの用途
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高圧変圧器（トランス）
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高圧コンデンサー
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 環境中で分解されにくい(難分解性)

 脂溶性で生物濃縮率が高い（生物蓄積性・濃縮性）

～食物連鎖などで生物の体内に濃縮しやすい

 揮発性で大気経由の移動がある（揮散・移動性）

PCB の有害性 ( 難分解性、高濃縮性、移動性 )

 水、底質や生物など広範囲に残留

 周辺でPCBを使用していない極地の人・野生生物、遠洋の魚介類等にもPCB
汚染が拡大

PCBの有害性①
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 209種類のPCBの異性体のうちの12種類の総称。

 ダイオキシン類の一つと位置づけられている。

PCB の有害性 ( 毒性 )

 毒物や劇物に相当する強い急性毒性はないが、長期間の摂取により体内に蓄積

 ヒトについては、目やに、まぶたの膨張、爪や口腔粘膜の色素沈着・黒化、
座瘡様の発疹(ニキビ)、 肝臓肥大と機能不全 等 が報告されている。

コプラナーＰＣＢ

 ＰＣＢ製品に含まれている場合が多い。

 ダイオキシン類の一つと位置づけられている。

不純物としてのＰＣＤＦ（ポリ塩化ジベンゾフラン）

 昭和43年に発生したカネミ油症は、ＰＣＢとＰＣＤＦによる複合的な中毒

 なお、母乳中のPCB濃度は、最も高かった1970年と比べて、1990年代では1/5
に低下 （大阪府調査)

PCBの有害性②
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（参考）残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の概要

世界的に、一部のPCB使用地域から、全く使用していない地域

（北極圏等）への汚染の拡大が報告されたこと等を背景として、
国際的な規制の取組が始まり、残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約（PoPs条約）が平成16年5月に発効した。

この条約では、PCBに関し、平成37年までの使用の全廃、平成
40年までの適正な処分を求めており、我が国は平成14年8月に
この条約を締結している。

（参考）
1. PoPs (Persistent Organic Pollutants: 残留性有機汚染物質）とは

① 環境中で分解しにくい（難分解性）
② 食物連鎖などで生物の体内に濃縮しやすい（高蓄積性）
③ 長距離を移動して、極地などに蓄積しやすい（長距離移動性）
④ 人の健康や生態系に対し有害性がある（毒性）

のような性質を持つ化学物質。

2. ストックホルム条約の目的
リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び

環境の保全を図る。
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２．ＰＣＢ廃棄物処理の経緯と現状



2001（平成13年） ストックホルム条約（POPｓ条約）の採択

ＰＣＢ廃棄物特別措置法の制定（当初の処理期限は平成28年7月）

約30年間、処理施設立地が試みられるが、すべて失敗 （39戦39敗）

1973年（昭和48年） （財）電気絶縁物処理協会が、処理施設の立地に向けた取組を開始

環境省は、環境事業団（現
「化学処理」による処理施設
環境省は、環境事業団（現 JESCO）を活用した、
「化学処理」による処理施設の整備に着手

1954年（昭和29年） ＰＣＢの国内製造開始（鐘淵化学工業、三菱モンサント化成）

1968年（昭和43年） カネミ油症事件発生(PCBを原因とする食中毒事件)

1972年（昭和47年） 行政指導（通産省）により製造中止、回収等の指示

11,000台が紛失

（平成10年
厚生省調査）
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2003年（H15） PCB廃棄物処理基本計画の策定

2004年（H16） 日本環境安全事業株式会社（JESCO）の発足 （環境事業団から引継ぎ）

PCB廃棄物の経緯①



2011年(H23) PCB特措置法施行１０年を経過したのを契機に環境省が検討委員会を設け、法の施

行状況等を検討

2012年(H24) 政令を改正し、処理期限を延長 （平成28年7月→平成39年3月）

2014年（H26） PCB廃棄物処理基本計画の変更（エリアごとに計画的処理完了期限を設定）

日本環境安全事業株式会社法の改正（中間貯蔵事業の開始）
社名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）」と変更

2016年(H28) ＰＣＢ廃棄物特別措置法の改正（平成28年5月2日公布、8月1日施行）

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画の変更（平成28年7月26日） 13

トランス類・コンデンサ類

2004年
（H16）

JESCO北九州事業所の操業開始

2005年
（H17）

JESCO豊田事業所、

東京事業所の操業開始

2006年
（H18）

JESCO大阪事業所の操業開始

2008年
（H20）

JESCO北海道事業所の操業開始

安定器等・汚染物

2009年
（H21）

JESCO北九州事業所のプラズマ溶融

炉操業開始

2013年
（H25）

JESCO北海道事業所のプラズマ溶融

炉操業開始

PCB廃棄物の経緯②



＜平成13年7月施行＞

 期間内の処分（第10条）

→ 施行令において、「施行後15年」（平成28年７月）までの処分を規定

 保管の届出（第８条）

→ 保管事業者は、毎年、都道府県・政令市に保管・処分の状況を届出

 譲り渡し・譲り受けの制限（第11条）

→ ＰＣＢ廃棄物は、原則、譲り渡し、譲り受けてはならない

PCB特別措置法の概要（改正前）

 情報収集等、技術開発、処理体制の整備（5条）
 処理基本計画の策定（6条）
 処理施設の整備を推進（21条）

国の責務・役割

 PCB廃棄物の状況把握（5条）
 処理計画の策定（7条）
 保管・処分状況の公表（9条）
 保管事業者への指導・助言（14条）

都道府県・政令市の責務・役割

 自らの責任による処理（3条）
 保管・処分状況の届出（8条）
 期間内の処分（10条）
 承継（12条）

事業者の責務・役割
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事業者 国、都道府県等 PCB製造者等

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保

保管等の届出（第８条）

・毎年度、都道府県知事へ保管等の状況を届け
出なければならない。

期間内の処分（第10条）

･政令で定める期間内（H39年3月まで）に自ら処
分するか又は処分を他人に委託しなければなら
ない。

紛失の防止

PCB廃棄物処理基金（環境再生保全機構法）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理事業
（中間貯蔵・環境安全事業株式会社法）

反映

総合的かつ計画的な施策の実施

確 実 な 処 分

基金への出えん等の協力

PCB使用製品に係る措置（第１３条）

･PCB使用製品を使用する事業者が確実かつ適
正な処理について都道府県等へ協力。

協力

譲渡し及び譲受けの制限（第１１条）

･脱法行為を防止するため、PCB廃棄物の譲渡し
及び譲受けを制限。

計画の策定（第６条、第７条）

・環境大臣はPCB廃棄物処理基本計画を策定。
・都道府県等は国の基本計画に即してPCB廃棄
物処理計画を策定。

保管等の状況の公表（第９条）

・都道府県知事は毎年度PCB廃棄物の保管及
び処分の状況を公表。

改善命令（第1６条）

･環境大臣又は都道府県知事は、期間内の処分義
務に違反した場合に期限を定めて処分等を命令。

責務（第４条）

･国及び地方公共団体が実施する
施策に協力しなければならない。

PCB特別措置法の体系図（改正前）
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北九州事業

豊田事業

東京事業

・平成１６年１２月 処理開始（1期）
・平成２１年７月 処理開始（２期）

・平成１７年９月 処理開始

・平成１７年１１月 処理開始

大阪事業

北海道事業

・平成１８年１０月 処理開始

・平成２０年５月 処理開始（当初）
・平成２５年９月 処理開始（増設）

: 事業対象地域

: 処理施設設置場所

JESCOが設置している拠点的広域処理施設



北九州

豊田

東京

大阪

北海道

変圧器・コンデンサー等の処理は、全国５箇所のPCB処理施設において、処理対象エリア
を割り当てて進めている。
平成26年6月のPCB廃棄物処理基本計画の変更により、各施設の得意な分野を活かし、
相互に処理能力を活用することで、全国のPCB廃棄物を可能な限り早く処理することと
なっている。
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変圧器・コンデンサー等の処理体制



安定器等・汚染物については、北九州事業所と北海道事業所において、それぞれのエリ
アの処理を進めていたが、大阪・豊田・東京事業エリアの処理体制が確保できなかった。
平成26年6月に変更されたPCB廃棄物処理基本計画に基づき、北九州事業所と北海道

事業所の２箇所の施設を活用し、全国の処理を行う体制となり、大阪・豊田事業エリアに
ついては平成27年度から、東京事業エリアについては平成28年度から処理が開始され
た。
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安定器等・汚染物の処理体制
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計画的処理完了期限内の１日でも早い処理完了に向けて、都道府県市では、管内の
未処理のPCB使用製品やPCB廃棄物を網羅的に把握するための「掘り起こし調査」を
順次実施。

計画的処理完了期限



低濃度PCB廃棄物の処理について
事業者名 設置場所

財団法人愛媛県廃棄物処理センター 愛媛県

光和精鉱株式会社 北九州市

株式会社クレハ環境 いわき市

東京臨海リサイクルパワー株式会社 東京都

エコシステム秋田株式会社 秋田県

神戸環境クリエート株式会社 神戸市

株式会社富山環境整備 富山市

株式会社富士クリーン 香川県

関電ジオレ株式会社 尼崎市

三光株式会社 鳥取県

杉田建材株式会社 千葉県

ＪＦＥ環境株式会社 横浜市

群桐エコロ株式会社 群馬県

環境開発株式会社 金沢市

オオノ開発株式会社 愛媛県

JX金属苫小牧ケミカル株式会社 北海道

株式会社かんでんエンジニアリング 神戸市 他

株式会社ＧＥ 堺市

ユナイテッド計画株式会社 秋田市

エコシステム小坂株式会社 秋田県

中部環境ソリューション合同会社 愛知県

株式会社神鋼環境ソリューション 神戸市

北電テクノサービス株式会社 富山県、福井県

ゼロ・ジャパン株式会社 愛知県

三池製錬株式会社 福岡県大牟田市

中国電機製造株式会社 岡山県倉敷市

日本シーガテック株式会社 京都府福知山市

赤城鉱油株式会社 群馬県みどり市

東芝環境ソリューション 神奈川県川崎市

株式会社太洋サービス 静岡県浜松市

 低濃度PCB廃棄物については、JESCOで

はなく、民間事業者（環境大臣認定の
無害化処理事業者、又は都道府県許
可の特別管理産業廃棄物処理業者）
により処理されているところ。

 低濃度PCB廃棄物は、PCB特措法の制
定以降に問題が発覚したため、

• 使用の実態が十分把握できてお
らず、

• 処理体制が整備の途上にあり、ま
ずはその充実・多様化を図ること
が重要。

このため、まずは、低濃度PCB使用製品

の使用実態の把握を十分に行うととも
に、低濃度PCB廃棄物の処理体制の充
実・多様化を進めることが重要。

 無害化処理認定業者は30業者（平成28
年３月現在）に達し、今後も増加見込み。
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３．平成２８年のＰＣＢ特措法の改正について



→ 報告徴収・立入検査権限の強化
（第24条・第25条）

期限内の処理完了に向けて必要なステップと主な改正事項

• PCB廃棄物処理基本計画の期限の達成のためには、期限内に、以下のフロー図の各項
目を全て満たすことが必要。

• 高濃度PCB廃棄物の現在の処理の進捗状況を踏まえれば、相当アクセルを踏まなけれ
ば処理期限内に処理を終えることは困難な状況。
→政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定 （第6条）

① 高濃度PCB廃棄物及び使用中
の高濃度PCB使用製品の掘り
起こし調査が完了し、全て把握
されること

② 使用中の高濃度PCB使用製
品が全て使用を終了すること

③ 届出がなされた全ての高濃度PCB廃棄物について、JESCOへの処
分委託が行われること、その後速やかに当該PCB廃棄物がJESCO
に搬入され、適正に処理されること

→ 使用中の高濃度PCB使用製品の
廃棄の義務付け （第18条）

→ 計画的処理完了期限前の高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け（第10条）
義務違反者に対する改善命令 （第12条）
高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行 （第13条）
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 PCB原液が廃棄物となったもの。

 PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、PCBの割合が0.5％を超えるもの。

 PCBが塗布され、又は染みこんだ汚泥、紙くず等で、5000mg/kgを超えるもの。

 PCBが付着し、又は封入された金属くず等で、5000mg/kgを超えるもの。

高濃度PCB廃棄物

JESCOで従来処理してきた
PCB廃棄物を、法令上「高濃
度PCB廃棄物」として定義。
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従来より、無害化処理認定業者や特別管理産業廃棄物
処分業者が処理を行ってきたPCB廃棄物については、こ
れまでと変わらず、これらの業者において処理される。

 PCB原液。

 PCBを含む油のうち、PCBの割合が0.5％を超えるもの。

 PCBが塗布され、又は染みこんだ製品で、5000mg/kgを超えるもの。

 PCBが付着し、又は封入された製品で、5000mg/kgを超えるもの。

高濃度PCB使用製品

廃棄されたときに高濃度PCB廃棄物となるもの
であり、基準は高濃度PCB廃棄物と同様。

PCB廃棄物及びPCB使用製品の定義（法第２条）



 毎年６月末までに、保管事業者、処分業者は、前年度の保管及び処分の状況
を届け出なければならない。

保管等の届出

変更点１：処分予定年月を記載
⇒JESCOと調整済みであればそれ

を記載、未調整であれば保管事業者
が処分を予定している年月を記載。

変更点２：事業者の資本金の額、従
業員数等の記入を不要とする。

新様式に沿って自治体に処理実績を報告
（新様式による初の届出は、平成28年度分
につき、平成29年6月末まで）
高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みにつ
いても届出。

 保管事業者は、届出にかかる保管の場所を変更してはならない。

保管場所の変更の制限

例外：廃棄物ごとに定められたJESCOの事業エリア内での変更等
⇒ただし、変更後10日以内に、変更前と変更後の自治体に届出が必要

24

高濃度PCB廃棄物の保管等の届出（法第８条）
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 保管事業者は、高濃度ＰＣＢ廃棄物について、処分期間内（＝計画的処理完了
期限の１年前まで）に、自ら処分する又は処分を委託しなければならない。

 全ての高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分を終えた者は、都道府県知事に届け出なけ
ればならない。

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までの処分委託が確実であり、都
道府県知事に届け出た保管事業者については、特例処分期限日（＝計画的処
理完了期限）までに処分を委託しなければならない。

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物

特例処分期限日
（計画的処理完了期限）

処分期間の末日
（計画的処理完了期限の１年前）

期
限
内
処
分
の
実
現

処
分
委
託
等

の
義
務
付
け

処
分
委
託
等

の
義
務
付
け

＜原則＞

＜届け出た場合＞
計画的処理完了期限までの
間に指導、改善命令等を行う
ことで処分委託を終えることを
確保するため、1年前に設定。

特例届出には、JESCOとの停止条

件付処理委託契約書の写し（処理
実績がある場合にはJESCOへの
誓約書の写し）を添付

高濃度PCB廃棄物の期限内の処分（法第10条）



 改善命令を受けた保管事業者が処分しない場合、保管事業者が不明の場合、
改善命令を出す暇がない場合には、環境大臣又は都道府県知事は、自ら処分
その他必要な措置を行うことができる。この場合、費用は保管事業者から徴収
できる。

行政代執行

国は、自治体が行政代執行を行う場合に必要な支援を行うと
ともに、関係事業者に対し、PCB廃棄物処理基金への出えん
について協力を求める。

 保管事業者が処分期間内（届出をした場合は特例処分期限日まで）に高濃度
PCB廃棄物の処分を委託しない場合、環境大臣又は都道府県知事は処分その
他必要な措置を命ずることができる。

改善命令

26

改善命令に違反した場合
⇒３年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は併科

自治体が代執行する場合、
JESCOは自治体から受託
する形となる。

 都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度PCB廃棄物の確実かつ適正な処
理のための指導・助言をすることができる。

指導・助言

指導・助言、改善命令、行政代執行（法第11条～第13条）



 高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物（低濃度PCB廃棄物）については、平成39
年3月末までに自ら処分し、又は処分を委託しなければならない。

処分期限

27

低濃度PCB廃棄物については、これ
までの期限から変更なし。

 保管等の届出の規定、保管等の状況の公表の規定、処分終了の届出の規定、
指導及び助言の規定、改善命令の規定は、低濃度PCB廃棄物について準用さ
れる。

高濃度PCB廃棄物の規定の準用

低濃度PCB廃棄物についての改善命令が発出されるのは、平成
39年3月末までに処分委託されなかったとき。

低濃度PCB廃棄物（法第14条、第15条）
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 所有事業者は、処分期間内（＝計画的処理完了期限の１年前まで）に高濃度
PCB使用製品を廃棄（＝使用を停止し、廃棄物として取扱）しなければならない。

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までの処分委託が確実であり、都
道府県知事に届け出た所有事業者については、特例処分期限日（＝計画的処
理完了期限）までに廃棄しなければならない。

 処分期間内（特例届出をした場合は特例処分期限日まで）に廃棄されなかった
高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなす。

特例処分期限日
（計画的処理完了期限）

処分期間の末日
（計画的処理完了期限の１年前）

期
限
内
処
分
の
実
現

＜原則＞

＜届け出た場合＞

特例届出には、JESCOと

の停止条件付処理委託契
約書の写し（処理実績が
ある場合にはJESCOへの
誓約書の写し）を添付

廃
棄
の
義

務
付
け

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

使
用
製
品

廃棄後（廃棄しなかった場合は処分
期間又は特例処分期限日経過後）
は、高濃度PCB廃棄物として、法第
10条（期限内処分）、第12条（改善
命令）等の規制を受ける。

廃
棄
の
義

務
付
け

高濃度PCB使用製品の規制①（法第18条）



 電気事業法に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品については、
PCB特別措置法の規定を適用せず、電気事業法の定めるところによる。

 特例処分期限日（＝計画的処理完了期限）までに廃棄されなかった高濃度PCB
使用電気工作物については、高濃度PCB廃棄物とみなす。

電気工作物の特例

29

高濃度PCB使用電気工作物については、電気事業法及び関連省令の規
定に基づき、PCB特別措置法と同様の措置を講じる。
⇒事業者に対する監督は、経済産業省産業保安監督部等が実施する。

 保管等の届出の規定、保管等の状況の公表の規定、処分終了の届出の規定、
特例届出の変更の規定、指導及び助言の規定、承継の規定、報告徴収の規定、
立入検査の規定は、高濃度PCB使用製品について準用される。

高濃度PCB廃棄物の規定の準用

高濃度PCB使用製品については、保管場所の変更の制限の規定、

改善命令の規定、行政代執行の規定、譲り渡し及び譲り受けの制
限の規定は準用されない。

高濃度PCB使用製品の規制②（法第19条、第20条）



改正法の措置のフローまとめ（赤字が今回の追加的措置）

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

使
用
製
品

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物

政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定にて策定 （第6条）

特例処分期限日（第10条第3項）
（計画的処理完了期限）

処分期間の末日（第10条第1項）
（計画的処理完了期限の１年前）

改正法の施行

改
善
命
令
（第
12
条
）

代
執
行
（第
13
条
）

期
限
内
処
分
の
実
現

届
出

（
第
8
条
）

届
出

（第
19
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
8
条
第
1
項
）

廃
棄
の
義
務
付
け

（第
18
条
第
1
項
）

処
分
の
義
務
付
け

（第
10
条
第
1
項
）

掘り起こし調査

報告徴収・立入検査権限の
強化 （第24条・第25条）

罰
則
（第
33
条
）
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届出等の種類 届出等の実施者 実施時期

様式第１号（一）
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用

製品の所有事業者
前年度の保管等の状況について、その次年度
の４～６月

様式第１号（二） PCB廃棄物の処分業者
前年度の保管等の状況について、その次年度
の４～６月

様式第２号
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用
製品の所有事業者又はPCB廃棄物の処分業者

保管の場所又は所在の場所を変更した日から
10日以内

様式第３号 高濃度PCB廃棄物の保管事業者 保管の場所を変更する場合

様式第４号
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用

製品の所有事業者

全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全てのその他
のPCB廃棄物の処分又は全ての高濃度PCB使
用製品の廃棄が完了した日から20日以内

様式第５号
高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度
PCB使用製品の所有事業者

特例処分期限日の適用を受けようとする場合
（処分期間までに限る。）

様式第６号
高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度
PCB使用製品の所有事業者

特例処分期限日の適用に関する変更があった
日から10日以内

様式第７号
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用

製品の所有事業者（地位の承継を受けた者）
承継があった日から30日以内

様式第８号
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用

製品の所有事業者（譲受者）
譲り受けた日から30日以内

（参考）PCB特措法省令改正による届出等の新様式①
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○様式第一号（一）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

平成 29 年 5 月 15 日

都道府県知事 殿

（市長）

届出者

住 所 ○○県○○市○○番○○号

氏 名 ○○工業株式会社 代表取締役 ○○ ○○

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 ○○○－×××－□□□□

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、平成 28 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 ○○工業株式会社 △△△事業所

保管事業場の所在地 ○○県○○市○○番○○号

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 ○○部▽▽課 ○○ ○○ 電話番号 ○○○－×××－□□□□

保管の場所 ①○○市○○番○○号 ②○○市○○番□□号 （※保管事業場内で複数の住所がある場合記入）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

処分予定
年月

量

濃度
区分

保管の状況

処理業者との
調整状況

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

13-001 変圧器（トランス） 250 KVA
東京芝浦電気

(株)
SCTW-N S46.5 不燃(性)油 H29.1 1 台 2100.0 kg 高濃度 なし

囲い有、掲示
有

分別
機器ににじみ

跡有
H28.12登録

（s000000000）
①に保管

13-002 コンデンサー（3kg以上） 70 KVA
日本コンデンサ

工業(株)
TPB-36100R S43.8 DF式 H30.4 2 台 120.0 kg 高濃度 なし

囲い有、掲示
有

分別 なし
H28.12登録

（s000000000）
②に保管

13-003 コンデンサー（3kg以上） 100 KVA
東京芝浦電気

(株)
SRTR-A3FR S43.1 シバノール H30.4 1 台 78.0 kg 高濃度 なし

囲い有、掲示
有

分別 なし
H28.12登録

（k000000000）
②に保管

（参考） PCB特措法省令改正による届出等の新様式②
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○様式第四号

様式第四号（第十三条、第二十三条及び第三十一条関係）

（表面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

平成 28 年 11 月 30 日

都道府県知事 殿

（市長）

届出者

住 所 ○○県○○市○○番○○号

氏 名 ○○工業株式会社 代表取締役 ○○ ○○

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 ○○○－×××－□□□□

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第２項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定に基づき、（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分／高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄）を終えたため、届け出ます。

事業場の名称 ○○工業株式会社 △△△事業所

事業場の所在地 ○○県○○市○○番○○号

連絡担当者 ○○部▽▽課 ○○ ○○ 電話番号 ○○○－×××－□□□□

（保管の場所／
所在の場所）

○○県○○市○○番××号（※保管事業場の住所と保管場所の住所が異なる場合記入）

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終了した場合

番号
廃棄物
の種類

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

処分
終了年月

処分受託者の
名称

参考事項定格
容量

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

16-001
コンデンサー（3kg

以上）
70 KVA

日本コンデンサ
工業(株)

TPB-36100R S43.8 DF式 1 台 60.0 kg 高濃度 H28.11 中間貯蔵・環境安全事業(株)

（日本工業規格 Ａ列４番）

（参考）PCB特措法省令改正による届出等の新様式③
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届出様式、記入要領及び記載例

http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html
＜環境省ＨＰに掲載＞

（参考）PCB特措法省令改正による届出等の新様式④
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（参考）PCB特措法及び電気事業法に基づく規制・手続のフロー
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PCB廃棄物処理基本計画の概要について①

〇 高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理、低濃度PCBは民間事業者（環境大臣の認定、都道府県市の
許可）で処理することを基本とする。

○ 高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限（右図）を達成するため、PCB特措法に基づき処分期
間（計画的処理完了期限の１年前）又は特例処分期限日（計画的処理完了期限と同じ日）内に処分
委託を行わなければならない。

○ 低濃度PCB廃棄物は平成39年３月31日までに処分委託を行わなければならない。
○ 保管事業者、所有事業者、処分業者、収集運搬業者、製造者、国、地方公共団体の役割分担を明

確化。

第１章 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針

○ 処分量の見込みは、大型変圧器等：約3.6千台、大型コンデンサー等：約８万台、安定器：約390万個、
小型変圧器・コンデンサー：約60万個、その他汚染物等：660トン。

○ 最新の処理の見込み量等を毎年度公表する。

第２章 PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

【高濃度PCB廃棄物・高濃度PCB使用製品】
○ 都道府県市における掘り起こし調査終了の目標期日の策定、必要な場合の立入検査等。
○ PCB廃棄物早期処理関係者連絡会の活用による関係者の連携強化。
○ 特別措置法と電気事業法の届出の情報共有、データの一体化。
○ 都道府県市の行政代執行への支援、製造者への資金出えんその他の協力要請。
【低濃度PCB廃棄物・低濃度PCB使用製品】
○ 低濃度PCB使用製品・廃棄物の実態把握、処理体制の充実。

第３章 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
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PCB廃棄物処理基本計画の概要について②

第４章 PCB廃棄物の処理施設の整備その他PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するため
に必要な体制に関する事項

○ 各省庁は、その所掌事務に係る施設・事務所・事業所において自らが保管・所有している高濃度
PCB廃棄物等の率先処理に当たっての実行計画を策定し、計画の実施状況を毎年度公表する。

第５章 政府が保管事業者としてそのPCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置
に関する事項

第６章 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

○ 本計画の進捗状況は、少なくとも１年ごとに、必要に応じて更に短い期間で点検を実施。期限の達
成が困難と認められれば、更なる追加的方策を講じることを躊躇せず、本計画の見直しを行うこと。

○ 高濃度PCB廃棄物の処理の推進のためのJESCO、都道府県市、国の取組内容を明確化。
〇 低濃度PCB廃棄物の処理の推進のための都道府県市による特別管理産業廃棄物の処分業の許可

制度、民間事業者の無害化処理認定施設による処理体制の充実・多様化
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都道府県市

保管事業者、所有事業者

準備段階

（アンケート調査対象事業者の選定、
調査票の作成）

アンケートの調査段階
（アンケート調査票を発送、回収、集計）

電話、訪問調査段階
（高濃度PCB（安定器等）の所有事業者の調査）

未処理事業者の一覧表作成段階

未処理事業者への指導等段階

調査完了

・掘り起こし調査対象事業者リストの作成
・相談窓口の設置
・現場に専門家を派遣

国
情報提供

事業場内にPCB含有機器がないか
徹底確認

アンケート調査票に回答

都道府県市の調査に協力

都道府県市の指導に従い
処分を進める

PCB廃棄物の期限内処理を達成するため、
御協力をお願いいたします

都道府県市が実施する掘り起こし調査の概要
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（参考）掘り起こし調査に関する都道府県市の相談窓口
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（参考）中小企業者等の負担軽減措置

• 中小企業者等が、高濃度PCB廃棄物の処分をJESCOに委託して行う場合に、
その費用が軽減されるよう、PCB廃棄物処理基金から、中小企業者等の費用
負担軽減に要する額を支出することとしている。

• 中小企業者等については処分料金の70％を軽減するとともに、特に費用負
担能力が脆弱な個人については、処分料金の95%を軽減している。

都道府県
総額280億円

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
処
理
基
金

（独
）環
境
再
生
保
全
機
構

処理料金

国（環境省）
総額280億円

拠出

拠出

契約時に処理費用
を軽減

処
分
業
者
（日
本
環
境
安
全
事
業
（
株
）
）

保
管
事
業
者
（中
小
企
業
者
）

助成

基金による中小企業者助成の流れ（イメージ）

総額560億円
（平成30年度まで出えん）
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